
















<要約>

  児童養育家庭に対する所得保障の国際比較から見出される顕著な特徴は次のとおりであ

る。第一に、子どもの扶養への公的援助は、税制ではなく社会保障の児童手当を通じて行

う国が多い。現在までに、 多くの国々が児童扶養控除を廃止して、児童手当に統合し再

分配機能を高めるという制度改革を行った結果でもある。他方、税制の児童扶養控除を重

視する国(アメリカ、日本など)は給付の水準が相対的に低い。第二に、 児童手当の受給

資格要件としては、 ほとんどの国が子どもの年齢のみを規定している。年齢の上限は 14

～18 歳の間が多いが、 国によっては、学生の場合年齢上限の延長が認められる。なお、

ここでの比較対象国のうち、児童手当に所得制限を設けている国は日本のみである。第三

に、児童手当の財源調達方法については、ユニバーサル・システムの場合はすべての費用

は国庫で賄われる。他方、雇用関連システムの場合は、 費用の全額またはかなりの部分

を事業主拠出に依存している。


